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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器を製造するための装置（１００）であって、
　開端（１０９）に連通するプリフォームキャビティ（１０８）を有する略筒状のプリフ
ォーム（１０７）を収容するように構成された略容器形状の型キャビティ（１０６）を画
定する複数の割型（１０４Ａ、１０４Ｂ、１０４Ｃ）と、
　前記プリフォーム（１０７）の前記開端（１０９）と協働して前記プリフォーム（１０
７）との間に流体の流通を確立するように構成された射出ヘッド（１１０）と、
　内部に移動可能なピストン（１１８）を備え前記射出ヘッド（１１０）に対して流体の
流通状態にあるチャンバ（１１４）を有し、前記ピストン（１１８）が前記チャンバ（１
１４）中に前進すると、或る量の液体（１１９）を前記プリフォーム（１０７）に射出す
るように構成された射出シリンダ（１１３）と、
　前記割型（１０４Ａ、１０４Ｂ、１０４Ｃ）の少なくともいずれかに力を加えて、前記
割型（１０４Ａ、１０４Ｂ、１０４Ｃ）を型締めされた状態のまま維持するように構成さ
れた型締めシリンダ（１２５）と
を有し、
　ピストン（１３５）を備えた電動シリンダ（１２４）をさらに有し、前記電動シリンダ
（１２４）の前記ピストン（１３５）は、前記射出シリンダ（１１３）の前記ピストン（
１１８）を駆動し、前記電動シリンダ（１２４）及び前記型締めシリンダ（１２５）は、
単一の圧力源（１２２）により並行動作することを特徴とする装置（１００）。
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【請求項２】
　請求項１記載の装置（１００）において、前記射出シリンダ（１１３）及び前記電動シ
リンダ（１２４）は２個の別個の部品として設けられていることを特徴とする装置（１０
０）。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の装置（１００）において前記電動シリンダ（１２４）の前記ピス
トン（１３５）は、前記射出シリンダ（１１３）の前記ピストン（１１８）に直接接続さ
れていることを特徴とする装置（１００）。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載の装置（１００）において、前記電動シリンダ（１２
４）及び前記型締めシリンダ（１２５）は複動シリンダであることを特徴とする装置（１
００）。
【請求項５】
　容器を製造するための方法であって、
　開端（１０９）に連通するプリフォームキャビティ（１０８）を有する略筒状のプリフ
ォーム（１０７）を提供するステップと、
　前記プリフォーム（１０７）を、少なくとも部分的に、複数の割型（１０４Ａ、１０４
Ｂ、１０４Ｃ）により画定された略容器形状の型キャビティ（１０６）内に配するステッ
プと、
　電動シリンダ（１２４）を加圧するステップにおいて、前記電動シリンダ（１２４）の
ピストン（１３５）により射出シリンダ（１１３）のピストン（１１８）を駆動し、それ
により、前記射出シリンダ（１１３）内の或る量の液体（１１９）を加圧すると共に、前
記割型（１０４Ａ、１０４Ｂ、１０４Ｃ）の少なくともいずれかに力を加えるように構成
された型締めシリンダ（１２５）を並行して加圧し、それにより、前記割型（１０４Ａ、
１０４Ｂ、１０４Ｃ）を型締めされた状態のまま維持するステップと、
　前記射出シリンダ（１１３）内の前記或る量の液体（１１９）を前記プリフォーム（１
０７）の前記プリフォームキャビティ（１０８）に射出し、それにより、前記プリフォー
ム（１０７）を変形させ前記型キャビティ（１０６）の形状を付与する射出ステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項５記載の方法において、当該方法はさらに、前記射出ステップの後に、前記電動
シリンダ（１２４）の前記ピストン（１３５）及び前記型締めシリンダ（１２５）のピス
トン（１３７）を後退させる後退ステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項６記載の方法において、前記後退ステップにおいて、さらに、或る量の液体（１
１９）が前記射出シリンダ（１１３）に導入されることを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項５乃至７のいずれかに記載の方法において、当該方法はさらに、前記射出ステッ
プの前又はこれと並行して、前記プリフォーム（１０７）の前記プリフォームキャビティ
（１０８）への延伸ロッドの前進を開始するステップをさらに含み、前記延伸ロッドは、
前記プリフォームキャビティ（１０８）の表面に対して付勢され、それにより、前記プリ
フォーム（１０７）は縦軸に沿って変形することを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特にブロー成形法により容器を製造するための装置に関するものである。ま
た、本発明は、そうした装置を用いた容器の製造方法、及び、そうして製造された容器に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　「プリフォーム」として知られるパリソンを容器に成形するブロー成形法による容器の
製造は当分野で一般的に知られている。こうしたプリフォームは、一般的に、プリフォー
ムキャビティが画定され、閉末端と、上記プリフォームキャビティに連通する開基端の口
部とを備えた細長い筒状のものである。プリフォームは、適切な変形特性を有する任意の
ポリマー樹脂から製造することができる。例えば、ポリエチレンテフタレート（ＰＥＴ）
及びポリプロピレン（ＰＰ）は、変形特性を有し、食品製品への使用にも適していること
から特に好適である。
【０００３】
　プリフォームはまず、容器の形状を有する型キャビティが画定された型に置かれる。型
は通常、少なくとも２個の部分（割型）から成り、理想的には、プリフォームの開基端は
型から突出し、プリフォームの大部分は型キャビティ内部にあるように構成されている。
それから、加圧流体がプリフォームキャビティに注入され、プリフォームが膨張して型の
輪郭を帯びることにより容器が形成される。
【０００４】
　ブロー成形法により容器を形成する場合、プリフォームが型の内部と接触することによ
り型表面に外向きの力が加えられる成形工程の最後において、型の割型同士を固持する必
要がある。さもなければ、プリフォームの成形中に当該プリフォームから型キャビティの
表面に加えられる力により、型の割型が分離し、容器に顕著なパーティングラインが不要
に形成されることになる。
【０００５】
　ブロー成形法の公知の態様では、プリフォームは、圧縮空気の射出により膨張される。
割型の強固な型締めを維持するために、１又は複数の補償チャンバ、例えば、空気圧シリ
ンダを割型の１又は複数の割型に設け、割型同士を押圧又はクランプ締めすることができ
る。補償チャンバには、成形装置と同じ圧縮空気の供給源から供給がなされる。好適には
、一方の割型は静止状態で保持され、他方の割型は空気圧シリンダに押圧されている。
【０００６】
　ところが、最近では、液体、具体的には、製造される容器に最終的にパッケージされる
液体の射出によりプリフォームを膨張させることが知られている。こうした構成のブロー
成形装置では、圧縮空気を供給しないため、製造された容器のパーティングラインの形成
を防止すべく割型の型締めを確実にするために、代替的な手段を設ける必要がある。
【０００７】
　例えば、国際特許出願公開第ＷＯ２０１２／０１７０５１７号には、割型のいずれかに
当接して置かれた液圧シリンダを動作させる手段を備え、それにより、射出ステップ中の
型の適切な型締めを確実にするシステムが記載されている。一態様では、射出液及び液圧
シリンダはアイソレータ装置により接続されている。アイソレータ装置は、装置の射出ヘ
ッドに設けられて射出液により直接動作するダイアフラム又はピストンを有し、それによ
り、作動液を加圧し、液圧シリンダを動作させる。この態様は、単一の圧力源が用いられ
るという点で特に魅力的である。別の態様では、液圧回路は射出液から隔離され、別の圧
力源により動作される。
【０００８】
　しかし、先行技術文献に記載のシステムは、割型の適切な型締めを確実にするという問
題を解決するには不十分である。
【０００９】
　具体的には、先行技術文献の装置では、補償機構を動作させるための圧力が、液体のプ
リフォームへの射出圧力に限定されるという制約がある。したがって、割型に対して十分
な力を生じさせ、射出中の型を型締めされた状態のまま維持するためには、液圧力倍増の
原理によれば、射出液の圧力が作用するアイソレータの面積は必ず、割型が動く方向に対
して垂直な面における容器の投影面積よりも大きくなければいけない。実際には、これは
、プランジャ、ピストン又はアイソレータのダイアフラムの表面面積が、形成される容器
の縦断面面積よりも大きくなければ、形成工程中に補償機構が型を型締めし続けるのに十
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分な力を発揮できないことを意味する。結果として、アイソレータユニット及び射出ヘッ
ドは非常に大型で取扱いが困難となる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　それ故、本発明は、単一の圧力源を用いて、内部容器のブロー成形中に型を確実に型締
めすることができる小型かつ高信頼性の装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第一の側面において、容器を製造するための装置であって、開端に連通するプ
リフォームキャビティを有する略筒状のプリフォームを収容するように構成された略容器
形状の型キャビティを画定する複数の割型と、内部に移動可能なピストンを備え射出ヘッ
ドに対して流体の流通状態にあるチャンバを有し、上記ピストンが上記チャンバ中に前進
すると、或る量の液体を上記プリフォームに射出するように構成された射出シリンダと、
割型の少なくともいずれかに力を加えて、割型を型締めされた状態のまま維持するように
構成された型締めシリンダとを有する装置を提供する。
【００１２】
　本発明によれば、装置は、電動シリンダをさらに有し、上記電動シリンダのピストンは
、上記射出シリンダの上記ピストンを駆動し、電動シリンダ及び型締めシリンダは、単一
の圧力源により並行動作する。
【００１３】
　射出シリンダを駆動させる電動シリンダと、成形工程中に型締めされる型を保持する型
締めシリンダとを設けることにより、成形装置は、より小型化すると共に、それにより製
造される容器は高品質となる。
【００１４】
　具体的には、射出シリンダを駆動する電動シリンダを設けることは、射出液が加圧され
て型締めシリンダをアイソレータを介して間接的に駆動するのではなく、液体のプリフォ
ームへの射出及び型の型締めが単一の液圧源により別々に実現されることを意味する。し
たがって、加圧射出液と型締めシリンダを駆動する作動液とを接続するためにアイソレー
タを装置の射出ヘッドに設ける必要がなくなり、それにより、装置の簡略化及び小型化が
実現する。
【００１５】
　好適な実施態様では、上記射出シリンダ及び上記電動シリンダは２個の別個の部品とし
て設けられている。
【００１６】
　電動シリンダ及び射出シリンダを２個の別個の部品として設けることにより、作動液と
射出液とを完全に隔離し合う状態で維持することができるため効果的である。特に、電動
シリンダ及び射出シリンダが別個の部品として設けられている場合、これらの間を物理的
に隔離することが必要であろう。というのも、これらは、正確に構成されていれば、従来
技術によるピストンリングシール、又は、アイソレータの割れ目の入った若しくはそうで
なければ破損したダイアフラムから生じ得るような作動液と射出液との間の相互汚染の可
能性をなくすためである。これにより、装置内の流体の完全性は最大効率性をもって保た
れる。
【００１７】
　効果的な構成として、上記電動シリンダのピストンは、上記射出シリンダのピストンに
直接接続されている。
【００１８】
　これは、電動シリンダと射出シリンダとの間の効率的な力の移動を生じさせると共に、
装置の複雑性及びコストを低下させる点で効果的である。
【００１９】
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　実際的な実施態様では、上記電動シリンダ及び上記型締めシリンダは複動シリンダであ
る。
【００２０】
　これは、適切な液圧制御機構を設けることにより、容器の製造後、装置を迅速かつ容易
に初期位置にリセットさせ、容器の迅速かつ連続的な製造を容易にする点で効果的である
。特に、後続する容器製造サイクルにおいて、電動シリンダの復動ストロークを用いて、
射出シリンダにより新たな量の液体を引き出し射出させることができる点で効果的である
。
【００２１】
　本発明の第二の側面において、本発明は、容器を製造するための方法であって、開端に
連通するプリフォームキャビティを有する略筒状のプリフォームを提供するステップと、
上記プリフォームを、少なくとも部分的に、複数の割型により画定された略容器形状の型
キャビティ内に配するステップと、電動シリンダを加圧するステップにおいて、上記電動
シリンダのピストンにより射出シリンダのピストンを駆動し、それにより、上記射出シリ
ンダ内の或る量の液体を加圧すると共に、上記割型の少なくともいずれかに力を加えるよ
うに構成された型締めシリンダを並行して加圧し、それにより、上記割型を型締めされた
状態のまま維持するステップと、上記射出シリンダ内の上記或る量の液体を上記プリフォ
ームの上記プリフォームキャビティに射出し、それにより、上記プリフォームを変形させ
型キャビティの形状を付与する射出ステップとを含む方法に関する。
【００２２】
　これは、容器の製造における上述したような装置の利点を実現する点で効果的である。
【００２３】
　可能な実施態様によれば、方法はさらに、上記射出ステップの後に、上記電動シリンダ
及び上記型締めシリンダのピストンを後退させる後退ステップを含む。
【００２４】
　これは、このステップにより装置をリセットし、次のプリフォームから新たな容器を製
造できる状態にする点で効果的である。これにより、それぞれのサイクルにおいて容器が
製造されない時間を縮小し、それにより、容器の製造を最大化して方法の実施を一層効率
的にすることができる。
【００２５】
　好適には、上記後退ステップにおいて、或る量の液体が上記射出シリンダに導入される
。
【００２６】
　これにより、射出シリンダを、後続するサイクルの容器の形成及び充填ができる状態に
する点で効果的である。
【００２７】
　可能な実施態様では、方法は、上記射出ステップの前又はこれと並行して、上記プリフ
ォームの上記プリフォームキャビティへの延伸ロッドの前進を開始するステップをさらに
含み、上記延伸ロッドは、上記プリフォームキャビティの表面に対して付勢され、それに
より、上記プリフォームは縦軸に沿って変形することを特徴とする。
【００２８】
　これは、延伸ロッドを設け、射出ステップにおいてプリフォーム内に前進させることで
、プリフォームの縦の膨張を促進すると考えられる点で効果的である。これにより、本発
明の方法により、さらに多種多様な容器の形状を製造することが可能になると共に、ユー
ザの動作に関して多大な制御を行うことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の例示的な実施形態に従った、容器を製造するための装置の概略図である
。
【発明を実施するための形態】
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【００３２】
　本発明及びその効果についての完全な理解のために、以下の本発明の詳細な説明を参照
されたい。
【００３３】
　本発明の様々な実施形態は、本発明の他の実施形態と組み合わせることもでき、これら
は本発明の具体的な利用方法を例示するためのものにすぎず、特許請求の範囲及び以下の
詳細な説明と併せて考慮すれば、本発明の範囲を限定するものではないことを理解された
い。
【００３４】
　本明細書において、以下の語句の定義を行う。明細書、実施形態及び特許請求の範囲を
読み理解する際にはこの定義が考慮されるべきである。
【００３５】
　「型締めシリンダ」は、型に作用するピストン状の装置であり、上記型内のプリフォー
ムの変形時に型半部を圧接又はそうでなければ保持するように設けられる。
【００３６】
　「射出液」は、プリフォームに圧力と共に射出される液体であり、それにより、プリフ
ォームは容器形状に変形される。射出液は、通常は食用であり、形成された容器にパッケ
ージされる予定のものである。
【００３７】
　「圧力源」は、圧力下の液体流を供給するように構成された任意の装置又は機構である
。
【００３８】
　本明細書で用いられるとき、「有する」、「備える」、及びこれらと同様の語句は、排
他的又は包括的な意味で解釈されることを意図したものではない。言い換えれば、これら
は「含まれる」ことを意味し、限定を意図するものではない。
【００３９】
　なお、従来技術文献が参照されているからといって、こうした従来技術が周知であるか
、又は、当分野の一般常識の一部であることが認められるわけではない。
【００４０】
　以下の実施形態を参照しながら本発明についてさらに説明する。ただし、特許請求の範
囲に記載の本発明は、この例に何ら限定されるものではないことを理解されたい。
【００４１】
　図１は、本発明の例示的な実施形態に従った、容器を製造するための装置の概略図であ
る。成形装置１００は概して、３部分、つまり、型部１０１、液体射出部１０２及び液圧
力部１０３から成る。
【００４２】
　型部１０１は、型１０４を有し、ここで型１０４は、ベース割型１０４Ａ、並びに、右
割型１０４Ｂ及び左割型１０４Ｃを有する。割型１０４Ａ、１０４Ｂ及び１０４Ｃは、型
キャリア１０４Ｄ及び１０４Ｅに配されている。型キャリア１０４Ｄ及び１０４Ｅは、割
型１０４Ａ、１０４Ｂ及び１０４Ｃを適切な相対的関係に保つと共に、成形サイクルの開
始時のプリフォーム１０７の挿入の際及び終了時の完成容器の取り出しの際に側面割分１
０４Ｂ及び１０４Ｃ相互の制御された動きを可能にする。
【００４３】
　割型１０４Ａ、１０４Ｂ及び１０４Ｃは、このように、装置の全体構造（例えば、脚部
）に対して第一種の運動で移動可能に配されている。この種の運動及び運動を生じさせる
接合機構は、一般的に当分野で周知であり、本明細書では記載しない。
【００４４】
　一方、左側面割型１０４Ｃも他の２個の割型１０４Ａ及び１０４Ｂに対して第二種の運
動、つまり、２個の側面割型１０４Ｂ及び１０４Ｃが強固に押圧された位置（ここでは、
実線の左側面割型１０４Ｃで示されている）とこれらが強固に押圧されていない位置（こ
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こでは、点線の左側面割型１０４Ｃ‘で示されている）の間を移動可能である。左側面割
型１０４Ｃの２つの位置の間の距離ｄは、装置１００の動作中に側面割型１０４Ｂ及び１
０４Ｃが相互に動かなくなることを防ぐために必要な隙間である。こうした移動を生じさ
せるための手段については後述する。
【００４５】
　本実施形態では、左側面割型１０４Ｃのみが移動可能であるが、他の実施形態では、製
造される容器のサイズ及び形状、並びに、問題となる設備の特定の需要に応じて、追加の
型締めシリンダ及び適宜設けられるその他のそうした装置と併せて割型のいずれか又は全
てを移動可能に構成することができることを理解されたい。
【００４６】
　割型１０４Ａ、１０４Ｂ及び１０４Ｃはそれぞれ、型面１０５Ａ、１０５Ｂ及び１０５
Ｃを有し、これらは集合的に型キャビティ１０６を規定する。型キャビティ１０６内には
プリフォーム１０７が配される。プリフォーム１０７内には、プリフォーム１０７の開端
１０９に連通するプリフォームキャビティ１０８が形成されている。プリフォーム１０７
は、その大部分の長さが型キャビティ１０６内にあり、開端１０９の僅かな部分のみが型
１０４の頂部から突出するように配されている。
【００４７】
　型部１０１はさらに、射出ヘッド１１０を有し、射出ヘッド１１０は、ノズル１１２に
向かって拡大する内部チャネル１１１を有する。ノズル１１２は、プリフォーム１０７の
開端１０９の周辺に配され、型１０４に押圧されて、プリフォーム１０７のプリフォーム
キャビティ１０８と射出ヘッド１１０の内部チャネル１１１との間を密に流体を流通させ
る。
【００４８】
　成形装置１００の液体射出部１０２は主に、射出シリンダ１１３から成る。射出シリン
ダ１１３のチャンバ１１４は、供給路１１６を介して液体供給源１１５に、射出路１１７
を介して射出ヘッド１１０の内部チャネル１１１に連通している。
【００４９】
　射出ピストン１１８が射出シリンダ１１３から引き出されると、或る量の液体１１９が
供給逆止弁１２０を介して液体供給源１１５からチャンバ１１４に導入される。射出ヘッ
ド１１０の逆流は、チャンバ１１４が所定の正圧に達すると開くパイロット式射出弁１２
１により防止される。
【００５０】
　その後射出ピストン１１８を射出シリンダ１１３中に前進させると、パイロット式射出
弁１２１が開き、射出シリンダ１１３内の液体１１９が、射出路１１７及び射出ヘッド１
１０の内部チャネル１１１を介してノズル１１２からプリフォーム１０７のプリフォーム
キャビティ１０８内に大きな圧力で放出される。それにより、プリフォーム１０７は膨張
し、型面１０５Ａ、１０５Ｂ及び１０５Ｃにより規定された型キャビティ１０６の形状を
帯びる。
【００５１】
　特定の実施形態では、プリフォームを縦に延伸させるための手段を設けることも効果的
であり得る。具体的には、プリフォーム中に前進し、その内面に付勢される延伸ロッドを
設けることが効果的である。これにより、射出液が射出される際に、プリフォームの縦方
向の撓みが誘発及び促進され、細長い容器の製造工程が最適化される。したがって、射出
ヘッドの精密な構成は、それにより製造される容器のサイズ及び形状に応じて変化させる
ことができる。
【００５２】
　成形装置１００の液圧部１０３は概して、液圧ポンプ１２２、制御弁１２３、電動シリ
ンダ１２４及び型締めシリンダ１２５から成る。本実施形態では、型締めシリンダ１２５
は左型ホルダー１０４Ｅ内に一体化されている。また、本実施形態では、液圧ポンプ１２
２は通常の一定容量ポンプであり、貯蔵室１２６から作動液を引き出し、制御弁１２３に
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送出するものである。
【００５３】
　制御弁１２３は、標準的な４ポートクローズドセンタ弁であり、３つの位置、すなわち
、閉中央区間１２７、前方区間１２８及び後方区間１２９を有する。中央区間１２７は制
御弁１２３のデフォルト位置であり、復心ばね１３０Ａ及び１３０Ｂによりこの位置に保
持される。制御弁１２３はソレノイド１３０Ｃ及び１３０Ｄにより横に偏向し、それによ
り、前方区間１２８及び後方区間１２９のいずれかを必要に応じて液圧回路に位置付ける
。
【００５４】
　制御弁１２３のポートは、４本の液圧路、すなわち、圧力路１３１、戻り路１３２、延
長路１３３及び回収路１３４に接続されている。延長路は、電動シリンダ１２４に接続さ
れた電動分岐路１３３Ａ、及び、型締めシリンダ１２５に接続された型締め分岐路１３３
Ｂの２本に分岐している。同様に、回収路１３４は、電動分岐路１３４Ａ及び型締め分岐
路１３４Ｂに分岐している。
【００５５】
　制御弁１２３がここで示されているように中央位置にあるとき、中央区間は延長路１３
３及び回収路１３４を遮断する一方、圧力路１３１及び戻り路１３２を接続して液圧ポン
プ１２２から送出された加圧作動液を貯蔵室１２６に再送するように構成されている。
【００５６】
　制御弁１２３が前方区間にあるとき、前方部分１２８は接続され、延長路１３３並びに
、それに対応する電動分岐路１３３Ａ及び型締め分岐路１３３Ｂを加圧する。この結果、
型締めシリンダ１２５内の型締めピストン１３７が型締めシリンダ１２５から前進し、型
締めシリンダピストンロッド１３８により、左側面割型１０４Ｃを右側面割型１０４Ｂに
対して付勢する。型締めシリンダ１２５を加圧し続けることにより、左側面割型１０４Ｃ
を右側面割型１０４Ｂに対して保持し、型１０４を型締めされた状態のまま維持すること
ができる。
【００５７】
　先述したように、本実施形態では、右側面割型１０４Ｂは、右型ホルダー１０４Ｄに対
して固定されており、左側面割型１０４Ｃは、型締めシリンダ１２５の作用により左型ホ
ルダー１０４Ｅに対して移動可能である。ただし、特定の実施形態では、右側面割型に作
用して、より大きな型への型締め力を加える第二型締めシリンダを設けることが理想的で
あり得る。装置の厳密な構成については、それぞれの用途の特異性に応じて選択すること
ができる。
【００５８】
　型締めシリンダ１２５の加圧と同時に、電動シリンダ１２４も加圧される。これにより
、電動シリンダ１２４の電動ピストン１３５がそこから前進する。電動ピストン１３５は
、連結部１３６により射出シリンダ１１３の射出ピストン１１８に連結されており、これ
は、上述したように、液体１１９を加圧してプリフォーム１０７に射出させる。
【００５９】
　これにより、プリフォーム１０７は、型キャビティ１０６中で膨張し、容器（明瞭化の
ために図示はせず）を形成する。これと同時に、型締めシリンダ１２５が側面割型１０４
Ｂ及び１０４Ｃに加える力は、膨張するプリフォーム１０７の型面１０５Ａ、１０５Ｂ及
び１０５Ｃに対する力が割型１０４Ａ、１０４Ｂ及び１０４Ｃの分離を生じさせることが
ないことを確実にする。結果として得られる容器への型の分割ラインの形成が防止される
。
【００６０】
　また、側面割型１０４Ｂ及び１０４Ｃは耐用年数を経て通常の磨耗は免れないが、上述
したように型締めシリンダ１２５を設けることにより、それぞれの成形サイクル中におい
て確実に、側面割型１０４Ｂ及び１０４Ｃが完全に強固に型締めされる。
【００６１】
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　好適には、電動シリンダ１２４及び射出シリンダ１１３は、２個の別個の部品として設
けられ、液体射出部１０２を液圧部１０３から隔離し、それにより、漏洩、密封性の弱化
、又は、装置の機械的完全性の低下による汚染の可能性をなくすことができる。また、留
意すべき点として、本実施形態では、連結部１３６は電動ピストン１３５を射出ピストン
１１８に接続する堅牢なロッドであるが、他の実施形態では、電動ピストン１３５を射出
シリンダ１１３に接続するためのより複雑な手段を設けることが効果的であり得る。例え
ば、連結部に行程限定（ｌｉｍｉｔｅｄ－ｔｒａｖｅｌ）プリズム状継手を設け、電動ピ
ストンの所定の行程が得られるように射出ピストンの行程を変化させて、それにより、装
置を用いて様々なサイズの容器を製造することができる。それぞれの用途に応じた電動シ
リンダと射出シリンダとの間の連結部の厳密な構成については、機械工学分野の当業者が
決定することができる。
【００６２】
　液体１１９のプリフォーム１０７への射出の終了時には、容器は完全に形成されている
ため、型１０４から取り出す必要がある。このために、制御弁１２３が後方位置に配され
、後方区間１２９を液圧回路に接続する。電動シリンダ１２４及び型締めシリンダ１２５
はここでは複動シリンダとして設けられているため、電動シリンダ１２４及び型締めシリ
ンダ１２５の内部で電動ピストン１３５及び型締めピストン１３７はそれぞれのシリンダ
１２４及び１２５に対して後退する。
【００６３】
　あるいは、電動シリンダ及び型締めシリンダを単動液圧シリンダとして設け、射出ステ
ップの最後にばね力等により後退させることもできる。これにより、後方区間及び対応す
るシリンダからの戻り路の必要がなくなり、成形装置の液圧制御回路の設計を簡略化する
ことができるため、本発明の特定の他の実施形態では効果的であり得る。
【００６４】
　型締めピストン１３７の後退により、型１０４の一部が、２個の側面割型１０４Ｂ及び
１０４Ｃがもはや圧接されていない位置まで移動する。なお、これを誇張した状態は、左
側面割型１０４Ｃ‘、型締めピストン１３７’及び型締めピストンロッド１３８‘により
破線で示されている。これにより、側面割型１０４Ｂ及び１０４Ｃは分離し、型キャビテ
ィ１０６が開いて中の容器を取り出すことができ、割型１０４Ａ、１０４Ｂ及び１０４Ｃ
が容器上で又は相互に動かなくなることはない。電動ピストン１３５の後退により、射出
ピストン１１８は部分的に射出シリンダ１１３から引き出されるため、真空が形成されて
或る量の液体１１９が液体供給源１１５からチャンバ１１４に導入される。新たなプリフ
ォーム１０７を型キャビティ１０６に置き、射出ヘッド１１０をその上に配して、後続す
るサイクルで別の容器を製造する工程を繰り返すことができる。
【００６５】
　当然のことながら、本発明は上述した、添付の図面に記載の実施形態に限定されるもの
ではない。特に、本明細書に記載の液圧回路は単に例示にすぎず、必須の部品構成を何ら
限定又は示唆するものではないことは容易に理解されよう。当業者であれば、液圧部品及
び液圧回路を、任意の特定の用途又は動作モードに最適となるように容易に構成すること
ができるだろう。
【００６６】
　ここまで本発明について例を挙げて説明してきたが、特許請求の範囲に規定された本発
明の範囲を逸脱しない範囲において、変化又は変更を行うことができるものとして理解さ
れるべきである。また、特定の特徴に関する知られた均等物が存在する場合、そうした均
等物を本明細書で具体的に言及されたものとして組み込むものとする。
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